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史跡山居倉庫整備基本計画（案）への 

意見等の募集結果 

 

 史跡山居倉庫整備基本計画（案）への意見等の募集を下記のとおり実施しました。 

 

１ 概要 

 （１）募集期間  令和８年１月９日から令和８年１月２８日まで 

 （２）意見提出者 ３名 

 （３）意見総数  ２９件 

 

２ 寄せられた意見と本市の考え方 

NO. ご意見（原文） 本市の考え方 

１ 【Ｐ６】 

第１章 計画策定の経緯と目的 

３．計画の構成・構造 

図１－１計画区域に史跡指定範囲と計

画区域を示していますが、計画区域にお

いては史跡山居倉庫整備基本計画(以下

「整備基本計画」)において、何か事業

実施や景観上の規制を行われるのでしょ

うか。計画区域から実生橋は外れていま

すか。実生橋架け替え工事が施行されて

いますが、県に対して景観上の要望はさ

れますか。また、山居倉庫付近に大型広

告看板がある箇所ありますが、それらは

規制される方法でしょうか。史跡指定範

囲は親水空間として活用してその際に新

井田川の水質改善に取り組まれるのでし

ょうか。 

 

計画区域については、令和５年３月に

策定した史跡山居倉庫保存活用計画にお

いて、歴史的景観の保全や良好な景観形

成等の環境保全に向けて、酒田市景観計

画の景観形成重点地域「山居倉庫周辺地

区」を参考にして緩衝地帯として設定し

たものです。 

ただし、緩衝地帯の設定には法的根拠

はなく、土地・建造物の所有者等への協

力を求めるものであり、史跡の周辺地域

において歴史的景観を大きく阻害する可

能性がある場合は、土地・建造物の所有

者へ景観保全への協力を働き掛けるもの

で、事業実施や景観上の規制を行うもの

ではありません。 

 

２ 【Ｐ２０】 

第２章 計画地の現状 

１．計画策定体制と経過 

（１）地勢 

佐藤藤蔵父子や本間光丘などによって

砂防林が作られたとありますが「佐藤藤

蔵父子」について解説していただけない

でしょうか。 

 

ここでは、地勢についての記述をして

いる箇所であることから、佐藤藤蔵父子

についての解説までは行いません。 
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３ 【Ｐ２５】 

第２章 計画地の現状 

２．歴史的環境 

（１）酒田市の歴史概要 

（２）山居倉庫の歴史概要 

最終稿に「米穀保管倉庫として今日ま

で存続している」は誤りで米穀保管のと

して役割は終わっているのではないでし

ょうか。 

 

「現在山居倉庫は、全国農業協同組合

連合会山形県本部山居倉庫となり、経営

基盤が変わっても、米穀保管倉庫として

今日まで存続している」を「その後、全

国農業協同組合連合会山形県本部山居倉

庫となり、経営基盤が変わっても、米穀

保管倉庫として令和４年度まで存続し

た」に修正いたします。 

４ 【Ｐ２７】 

第２章 計画地の現状 

２．歴史的環境 

（１）酒田市の歴史概要 

（２）山居倉庫の歴史概要 

酒田市の略年表にミライニ、いろは蔵

パークオープンや令和６年水害は記載し

ないのでしょうか。 

 

ご意見のとおり、記載いたします。 

５ 【Ｐ２８】 

第２章 計画地の現状 

２．歴史的環境 

（１）酒田市の歴史概要 

（２）山居倉庫の歴史概要 

⑩の図をもっと鮮明にできないでしょ

うか。 

 

 画像を準備中のため不鮮明になってお

ります。計画策定時には鮮明な画像が入

ります。 

６ 【Ｐ２９】 

第２章 計画地の現状 

２．歴史的環境 

（１）酒田市の歴史概要 

（２）山居倉庫の歴史概要 

⑲下日枝神社、⑳上日枝神社は両方社

とも上下両日枝神社の例大祭「山王祭」

(酒田祭り)との関連を記載しなくてよい

のでしょうか。 

 

ご意見のとおり、関連を記載いたしま

す。 
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７ 【Ｐ３２】 

第２章 計画地の現状 

３．社会的環境 

（２）産業 

海産物に「庄内北前かに」は記載しな

くてよいのでしょうか。 

 

 ご意見のとおり、記載いたします。 

８ 【Ｐ３３】 

第２章 計画地の現状 

３．社会的環境 

（３）交通 

交通に酒田港が平成２２年８月「重点

港湾」、平成２３年１１月「日本海側拠

点港」であることを記載しないのでしょ

うか。 

 

ここでは、交通アクセスについての記

述をしている箇所であることから、記載

いたしません。 

９ 【Ｐ３４】 

第２章 計画地の現状 

３．社会的環境 

（５）観光 

Ｐ６７以降に記載のある「日本遺産

「荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空

間～北前船寄港地・船主集落～」につい

て記載されないのでしょうか。 

 

Ｐ６７に記載があることから、Ｐ３４

には記載いたしません。 

10 【Ｐ３５】 

第２章 計画地の現状 

３．社会的環境 

（６）教育 

２０２６年４月から公立化される「東

北公益文化大学」と公益を中心とした酒

田市の教育はふれないのでしょうか。 

 

ここでは、校数や生徒数などを記述し

ている箇所であることから、東北公益文

科大学の公立化については記載いたしま

せん。 

11 【Ｐ７８】 

第５章 整備基本計画 

１．全体計画及び地区区分計画 

（１）全体計画－整備基本方針を実現す

るための５つの方向性－ 

④関連文化財等とのネットワークの構

築 

図５－１－４のストーリーⅢ(鉄道酒

今現在、本楯支庫・砂越支庫は、民間

が所有する倉庫であり、国指定史跡等の

文化財にはなっていないため、本計画と

は別の整備計画などを策定し、リンクさ

せる予定はありません。 
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田線)に本楯支庫・砂越支庫は整備基本

計画とは別に、整備計画を進めてリンク

できるようになっているのでしょうか。 

 

12 【Ｐ７９】 

第５章 整備基本計画 

１．全体計画及び地区区分計画 

（２）計画区域の設定と地区区分（ゾー

ニング）計画 

【民間活用ゾーン】ユニークベニュー

とは歴史的建造物、文化施設や公的空間

等で、会議・レセプションを開催するこ

とで特別感や地域特性を演出できる会場

と思料しますが、このことの解説が必要

と思料します。 

 

現段階では、考えられる活用方法の一

つとして記述しているもので、決定した

ものではないことから、詳細な説明まで

はいたしません。 

13 【Ｐ８２】 

第５章 整備基本計画 

２．遺構保存と歴史的建造物・石垣等修

理に関する計画 

遺構とはどのようなものを想定される

のでしょうか。手法としては、最初に遺

構確認調査を実施することを前提として

計画調整を行うのでしょうか。 

 

遺構は、地下遺構と歴史的建造物・石

垣等地上に表出する遺構を想定していま

す。計画調整は、最初に文化庁との事前

協議を行い、その指導に従い進めていき

ます。 

14 【Ｐ８５】 

第５章 整備基本計画 

２．遺構保存と歴史的建造物・石垣等修

理に関する計画 

図５－２－２耐震診断から修復工事の

流れに全解体工事の記載があるが、図下

段の説明では耐震補強に伴う解体等につ

いては部分解体として、建築物の全解体

を行わないこととするとあります、全解

体をする場合どのような場合ですか。図

にある半解体と説明文にある一部解体と

は違うものですか。特定少数が利用する

建築物は耐震補強を行わないとの流れで

すが、非解体工事はどのような場合実施

するものですか。 

 

 全体的に整合性が取れていないため、

分かりやすく修正いたします。 
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15 【Ｐ９５】 

第５章 整備基本計画 

３．動線計画 

図５－３－２令和９年度推奨見学動線

図は山居橋を出入口として設定されてい

ますが、いろは蔵パークとの連携をどの

ように行うのでしょうか。 

検査結果合格 

いろは蔵パークとの連携は、現在も、

相互に紹介、案内するなど、連携を強化

しております。 

山居倉庫インフォメーションセンター

の職員や観光ガイドの方々が、いろは蔵

パークを案内しているほか、山居倉庫と

いろは蔵パークの連携事業として、山居

倉庫を巡り、クイズに回答すると酒田夢

の倶楽のソフトクリームが割引になると

いうクイズラリーを実施するなど、いろ

は蔵パークへの誘導にも力を入れており

ます。 

また、山居倉庫を訪れた方が、いろは

蔵パークにも行きたいと思える動機づけ

として、往来の経路上や周辺に、眺望場

所やＳＮＳへの投稿を意識した、いわゆ

る「映えスポット」を設定する案や、新

内橋や山居橋を通って徒歩で周遊するコ

ースを設定する案などについて、関係機

関とも連携し、検討していきたいと考え

ております。 

 

16 【Ｐ１０６】 

第５章 整備基本計画 

６．ケヤキ並木の保存整備に関する計画 

ケヤキの一般的樹齢は300～400年、環

境が良ければ千年を超えるものもあると

言われていますが、ケヤキの保存に周辺

の理解と協力が必要と思います。 

 

ケヤキ並木の保存活動については、行

政だけではできないこともあり、周辺自

治会やボランティア等と協力して進めて

いきたいと考えております。 

また、樹木医などの専門家と連携し、

ケヤキの健康状態を定期的に診断し、適

切な処置を行い、保存につとめてまいり

ます。 

 

17 【Ｐ１０８】 

第５章 整備基本計画 

７．修景及び植栽に関する計画 

（１）庭園の保存と修復 

②庭園の保存 

疫病・虫害被害(マツクイムシ等)につい

て、モニタリングを実施し予防対策、保護

対策を行うとありますが、樹幹へ薬剤注入

等を強力に実施されるのでしょうか。 

 

 ご意見のとおり、庭園や景観を守るた

め、樹木医などの専門家の意見を聞きな

がら適切に対応してまいります。 
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18 【Ｐ１０８】 

第５章 整備基本計画 

７．案内・解説施設に関する計画 

（１）サインの設置方針 

酒田市のサインの基準を定めるもので

しょうか。 

 

ここでのサイン基準は史跡指定範囲内

のサイン基準であり、酒田市全体のサイ

ン基準を定めるものではありません。 

19 【Ｐ１１５】 

第５章 整備基本計画 

７．案内・解説施設に関する計画 

（３）サインの表示基準 

「文化財の多言語解説案内板の制作指

針（文化庁 令和２年３月）」も参酌す

るものでしょうか。 

 

 ご意見のとおり、文化庁が示している

「文化財の多言語解説案内板の制作指

針」を参酌いたします。 

20 【Ｐ１１８】 

第５章 整備基本計画 

７．案内・解説施設に関する計画 

（４）サインの形式 

デジタルサイネージの電子的表示機器

について、Wi-Fiを活用した観光案内シ

ステムは、観光客への利便性向上、多言

語対応、および自治体・事業者によるデ

ータ活用の３点を主眼としたインフラ等

として整備するべきです。２０２６年現

在、単なるネット接続手段から、防災や

位置情報を組み合わせた総合的な情報基

盤へと進化します。 

 

 今後、整備を進めて行くに当たり、ご

意見を参考に、どのような情報を発信す

るか、検討してまいります。 

21 【Ｐ１１９】 

第５章 整備基本計画 

９．管理施設及び便益施設に関する計画 

（１）休憩場所の設置 

 ②屋外休憩場所の整備 

写真５－９－２屋外ベンチイメージで

すが、夏場の熱中症対策を考慮したもの

である必要はないでしょうか。また、熱

中症対策として給水スポットが必要では

ないでしょうか。 

 

屋外ベンチについては、ベンチの上に

屋根等を設置する予定はありませんが、

涼しさを感じられるよう川沿いに配置す

る予定となっております。 

また、給水スポットの設置にあたって

は、史跡内での設置場所の選定だけでな

く、衛生管理、定期的なメンテナンス、

冬季の凍結対策、さらには維持管理にか

かる費用対効果なども総合的に考慮し、

現時点では設置する予定はありません。 
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22 【Ｐ１１９】 

第５章 整備基本計画 

９．管理施設及び便益施設に関する計画 

（２）トイレの撤去・改修 

内閣府のトイレの撤去・改修において

女性用トイレにおける行列問題に向けた

関連府省連絡会議について（令和７年７

月９日関係府省申し合わせ）や国土交通

省の第１回「トイレ設置数の基準と適用

のあり方に関する協議会」令和７年１０

月３１日総合政策局社会政策課で議論さ

れたように、女性用トイレ数を考慮する

必要がるものと思料します。 

 

山居倉庫は、本市を代表する観光施設

であり、多くの観光客が訪れています。

また、ツアーバスで一度に多くの観光客

が訪れる場合もあることから、ご意見の

とおり、女性用トイレにおける行列問題

なども考慮して、整備を進めてまいりま

す。 

23 【Ｐ１３５】 

第５章 整備基本計画 

１２．地域全体における関連文化財等と

の有機的な整備活用に関する計画 

（２）庄内平野の支庫 

図５－１２－５庄内の倉庫位置図を示

していますが、これは整備基本計画に関

する単なる参考資料でしょうか。それと

も整備基本計画と有機的につながるもの

でしょうか。 

 

整備計画と有機的につながるものでは

なく、支庫があったことを理解してもら

うことを目的に、今後、展示やパンフレ

ット等で情報提供していくために記載し

ています。 

24 【Ｐ１３８】 

第５章 整備基本計画 

１４．公開・活用に関する計画 

（１）公開・活用のための整備計画 

「現在利活用にかかるサウンディング

調査を実施しており」と記載があります

が、２０２５年１１月５日に発表された

「史跡山居倉庫の整備・活用に向けたサ

ウンディング型市場調査の結果概要」と

別の調査でしょうか。 

 

 同じ調査です。 

「現在利活用にかかるサウンディング

調査を実施しており」を「令和７年度に

利活用にかかるサウンディング調査を実

施しており」に修正いたします。 

25 【Ｐ１４１】 

第５章 整備基本計画 

１５．管理・運営に関する計画 

（２）定期点検・見直し 

「(仮称)史跡山居倉庫保存活用推進協

この協議会は、史跡の保存・整備とい

う専門性の高い課題に対し、法的な位置

付けや技術的な観点からの厳密な検討を

行う場であることから、直接的に子ども

たちを構成員として迎え入れる形での
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議会」に子ども基本法の子どもの意見を

反映させることは担保されますか。 

 

「意見反映」は想定しておりません。 

しかし、将来を担う子どもたちが、地

域の文化や歴史に親しみ、その未来を共

につくり上げていくために、子どもたち

の声に耳を傾け、その視点を尊重するこ

とは重要だと考えています。 

子どもたちの意見や理解を大切にし、

教育を通じてその歴史や文化的意義、そ

してなぜ山居倉庫を次世代に引き継ぐの

かを伝えていくことが重要だと考えてい

ることから、教育機関や関係者と連携

し、子どもたちが山居倉庫を地域の宝と

して認識し、誇りを持って語れるような

取り組みを進めてまいります。 

 

26 【Ｐ１４２】 

第５章 整備基本計画 

１５．管理・運営に関する計画 

（４）防災・防犯のための整備 

②防犯管理 

人員を配置しての管理は検討されてい

ますか。 

 

現在開館しているインフォメーション

センターには、人員を配置し、防災・防

犯も含め、管理を行っています。 

今後の整備や活用によって変わる場合

もありますが、基本的には機械警備と防

犯カメラの増設などで対応する予定であ

るため、防犯に特化した人員の配置は考

えていません。 

 

27 【計画全体】 

そもそも策定委員会の委員に建物関係

の方々ばかりを集めたためでしょうか。

山居倉庫が歴史的に非常にユニークな事

例であったことに全く触れられていない

ので、驚きました。 

（１）士族によって運営される会社倉庫

が、自分たちの倉庫を持ちたいという農

民の動きを封じつつ、全国的な米穀統制

施策に抗った歴史があります。農業倉庫

史上特筆すべき事例です。 

（２）国内外から訪れる観光客にとって

も、独特な建物や外構を見るだけでな

く、（１）のような意味を知ることは興

味深いだろうと想像します。 

 

山居倉庫整備基本計画は、令和５年３

月に策定した山居倉庫保存活用計画に対

するアクションプランという位置付けと

なっていることから、主に整備の方向性

や手法等が中心となっているため、建物

関係の委員が多くなっております。 

（１）（２）については、来訪者に山

居倉庫の概要と見どころを案内するイン

フォメーション・ガイダンス施設を整備

する予定でおりますので、その展示の中

で紹介できないか検討してまいります。 
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28 【計画全体】 

【本格整備・開発に取り掛かるまでの

間の暫定活用】について、ご検討いただ

けているでしょうか。（広場や下屋部分

でのマーケット事業、耐震や内装の改修

を要しない倉庫活用等）29年度から外観

修復、体験学習施設整備、耐震改修と取

り掛かっていく計画だと拝見しました

が、それまでの間にできることから始め

ておくことで、【計画・準備と生産活動

を並行するべき】です。巨額を投じて

【全てを整えてからでなければ活用を始

められないということはない】はずで

す。 是非ご検討いただきたいです。 

 

山居倉庫は本市を代表する観光施設で

もあることから、早期の整備が望まれて

おりますが、財政的にも数年で全てを実

施できないことから、事業実施や民間活

用などが決まった箇所から段階的に整備

を実施していくことになります。 

そうしたことから、全てを整えてから

の活用は考えておりません。整備期間中

においても、費用をかけずに使える場所

については、社会実験的に、利用・活用

を考えてまいります。 

29 【計画全体】 

“逆算開発”の重要性について、１～

１０号棟の耐震補強工事が３０年度から

実施される予定だと拝見しましたが、予

算規模と財源は どうなっているか共有

していただくことは可能でしょうか。ま

た、【開発費用を回収する計画】を立て

られているでしょうか。【建物を整備す

るということは、開発費用と同時に以降

数十年に渡る維持管理費用が発生すると

いうこと】であり、例えば開発時点では

予算の半分を国の補助により賄うとして

も、ランニングコストに関しては100％

自主財源で賄うことになるのが通常だと

存じます。まだどう活用するのかが決ま

っていない民間活用ゾーンの全てに巨額

を投じて、改修してから 事業者を決め

て入ってもらうというという形式では、

ランニングコストまで含めた全体の収支

が合わずに【財政を圧迫し、後の世代に

負担となって残る危険性があります。】

先述した【コストをかけない活用を模索

する】のと同時に、コストをかけるので

あれば、それを【回収できる】計画を立

てるべきです。例として、Ａ棟にはＸ社

が入り年間で○○円の家賃収入が入る→

予算の関係については、承認されてい

るものがないことから、現段階ではお答

えすることはできません。 

また、開発費用を回収する計画につい

ては、立案しておりませんが、今後、山

居倉庫の整備・修繕、維持管理等には莫

大な費用がかかることから、ご意見にも

あるように、山居倉庫自らが費用を「稼

ぐ」ことを意識して事業を進めてまいり

たいと考えています。 
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Ａ棟には△△円を開発費用として投じ

て、□□年後には開発費を回収できるよ

うに計画する。酒田の未来を切り拓くた

めには、公共事業においても、民間と同

じ様に“稼ぐ”意識、こういった逆算開

発の考え方が必須となります。 

 

 


